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【北海道から道民及び道内に滞在している皆様への要請】 
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〇洞爺湖町の新型コロナウイルスワクチン接種の状況（１０月２８日現在） 

※ワクチン接種に関する相談・申込みは健康福祉センターさわやか（☎0142-76-4006）まで 

 

区分 対象者数 
１回目 ２回目 

接種人数 接種率 接種人数 接種率 

64歳以下 4,196人 3,419人 81.5％ 3,323人 79.2％ 

65歳以上 3,684人 3,414人 92.7％ 3,367人 91.4％ 

合計 7,880人 6,833人 86.7％ 6,690人 84.9％ 

№３３ 令和３年１０月３１日発行 洞爺湖町新型コロナウイルス対策本部 

期 間 

「冬の感染拡大防止に向けて」 
 気温の低下や積雪の季節を迎え、屋内で暖房や窓を閉めた活動が増えます。

また、社会経済活動も活発となることから、感染拡大を回避するために、基本的
な感染防止行動を実践しましょう。 

 

要請内容 

（日常生活において） 

◆「三つの密（密閉・密集・密接）」の回避や「人と人との距離の確保」、「マ
スクの着用」、「手洗いなどの手指消毒」をはじめとした基本的な感染防止
行動を実践しましょう。 
特に、「換気」など屋内での感染防止行動を実践しましょう。 

 

（特に外出の際は） 

◆発熱や咳など体調が悪い場合には外出を控えましょう。  
（特に飲食の際は） 

◆飲食の際は、北海道飲食店感染防止対策認証店など、感染防止を徹底して
いる飲食店等を選び、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時は
マスクを着用するなど、感染リスクを回避しましょう。 
特に、大人数の飲食の際は、より一層注意しましょう。 

※「飲食は４人以内など少人数」の制限が解除されます。 

洞爺湖町では、町内の６団体（洞爺湖町、商工会、洞爺湖温泉観光協会、とうや湖温泉旅館組合、洞

爺まちづくり観光協会、洞爺湖温泉飲食店組合）が連携して感染防止の徹底を図るため、「新型コロ

ナウイルス感染防止の洞爺湖町取組宣言！」を実施しています。 

協力店舗及び事業所には取組宣言のチェックシートが掲示してあります。 

 

令和３年１１月１日（月）～ 間 



町内事業者の皆さまへ 
 

洞爺湖町 《新規》洞爺湖町経営継続緊急支援金 申請期限：令和４年１月１４日 

北海道内における令和３年８月、９月のまん延防止等重点措置や緊急事態措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」

や「外出自粛等」の影響を受け売上減少している町内の幅広い事業者を対象に経営継続を緊急的に支援します。  

北海道の緊急事態措置協力支援金（令和３年８月・９月）の支給対象者は、本支援金の対象外です。  
 

要件 

・町内の店舗等において令和３年７月以前から事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続

の意思があること 

・令和３年８月、９月に実施されたまん延防止等重点措置又は緊急事態措置に伴う「飲食店の

休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、町内の店舗等において８月又は９月の事

業収入（売上）が前年（又は前々年）同月比で30％以上減少していること 

・北海道による令和３年８月２７日～９月３０日における緊急事態措置による時短営業の要請

に伴う協力金の支給対象飲食店等ではないこと など 

 ※令和２年１０月以降に新規開業された方はご相談下さい。 

支援金額  1事業者につき１０万円 

申請受付期間 令和３年１１月１日（月）～令和４年１月１４日（金）※必着 

申請書類 

①申請書兼請求書 ②確定申告書類の写し（令和元年及び令和２年の２か年分） 

③本年及び前年（又は前々年）の対象月の売上減少が確認できる書類（売上台帳等） 

④通帳の写し ⑤本人確認書類  ※申請書類は省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。 

詳細については、町のホームページをご覧頂くか、下記連絡先までご相談ください。 

 洞爺湖町役場新型コロナウイルス特別対策室  電話 0142-74-3012 

 

国 月次支援金 

令和３年４月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「休業・時短営業」や「外出自粛等」

の影響により売上が５０％以上減少した事業者への給付金です。 

要件１ 
国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う 

「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること 

要件２ 
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて月間売上

が、令和元年又は令和２年の同月比で50％以上減少していること 

給付額 【中小法人等】上限 20万円/月 【個人事業者等】上限 10万円/月 

申請受付期間 対象月の翌月から2ヶ月間 ※申請前に「登録確認機関での事前確認」が必要となります。（申請期限の数日前まで）  

詳細については、国の相談窓口にご相談、お問合せください。 

   電話 0120-211-240 8：30-19：00（土日・祝日含む全日） 

※対象月における北海道の緊急事態措置協力支援金(飲食店等)の支給対象事業者は給付対象外です。 

 

北海道 道特別支援金Ｂ・C  ※道特別支援金Aも受付中 申請期限：令和４年１月3１日 

令和３年４月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「休業・時短営業」や「外出自粛等」

の影響を受ける事業者で、休業・時短等の協力支援金や国の月次支援金の対象とならない事業者（前年又は前々年同月

比 30～50％未満減少）が対象の給付金です。 

要件１ 
北海道内の時短対象飲食店等との取引のある事業者又は北海道内の外出自粛等の影響を受けている

こと 

要件２ 
B：令和３年 4 月～7 月のいずれかの月の売上が前年(前々年)同月比で 30％～50％未満減少していること  

C：令和３年 8 月～10 月のいずれかの月の売上が前年(前々年)同月比で 30％～50％未満減少していること  

給付額 B：【中小法人等】10万円【個人事業主等】5万円 C：【中小法人等】20万円【個人事業主等】10万円 

詳細については、北海道の相談窓口にご相談、お問合せください。 

  電話 011-351-4101 8：45-17：30（平日のみ） 



 


